


１ 循環資源利用促進税は

・産業廃棄物
排出抑制

・リサイクル
促 進

循環資源
利用促進税

産業廃棄物の排出抑制、循環資源の循環的な利用その他産
業廃棄物の適正な処理に係る施策に要する経費に充てること
を目的に､北海道で初めて導入する法定外目的税です。

・リサイクル
促進等の
支援施策

税 収
活 用

排出抑制
リサイクル
促進への
インセンティブ

支援施策による効果



２ 税収の使途

・ 税収は、賦課徴収に要する費用を除き、産業廃棄物の排出
抑制、リサイクルの促進などの施策に充てられます。

・ 税収規模は、５年間で約５０億円を見込んでいます。

〔検討している施策〕

○産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進

・ 産業廃棄物の排出抑制やリサイクルを進めるための施設や機材等の
整備に関する支援

・ リサイクル等に関する試験研究・技術開発への支援

・ リサイクルに関する循環資源、物流情報、専門的知識の提供

○リサイクル関連産業の育成・振興

・ リサイクル関連産業に進出する中小企業が行う研究開発等への支援



３ 循環税導入までのスケジュール

Ｈ１７第４回定例道議会 条 例 の 制 定

■ 先行支援事業予備調査 【１２月中旬～１月末】
■ 条 例 説 明 会 【１月中旬～末】
■ 道民への周知（広報等） 【１月～９月】

■ 先行支援事業の実施
○ 補助事業（設備整備）の募集 【３月】
○ 審査会（構成：外部委員）の開催 【４月】
○ 補助採択通知 【５月】

平成１８年１０月１日 循 環 税 の 導 入



排出事業者

中間処理施設
（中間処理業者）

最終処分場
（最終処分業者）

課税

課税

４ 循環税の仕組み
循環税は、最終処分場に産業廃棄物を搬入したときに、
その重量に応じて課税されます。

北 海 道申告
納入

特別徴収

最終処分場
（自己処理施設）

課税料金転嫁

申告
納付



５ 課税標準・税率

課税標準は、最終処分場へ搬入される産業
廃棄物の重量です。

産業廃棄物の重量の計測が困難な場合は、
容量に道が定める換算係数を乗じて換算重
量を算出します。

税率は、1トンあたり１，０００円です。



６ 暫定税率
○ 産業廃棄物の最終処分場への搬入が、

平成１８年１０月１日から平成２０年３月３１日までの期間

に行われた場合は、次のとおり暫定税率が適用されます。

５００円平成１９年 ４月１日～平成２０年３月３１日

２５０円平成１８年１０月１日～平成１９年３月３１日

暫定税率産業廃棄物の最終処分場への搬入時期

６６０円平成１９年 ４月１日～平成２０年３月３１日

３３０円平成１８年１０月１日～平成１９年３月３１日

暫定税率産業廃棄物の最終処分場への搬入時期

※ 自己処分に係る暫定税率

（最終処分業者（市町村を含む）以外の者が行う自己処分に限る。）



７-1 税額の計算例 ①

排出事業者

産業廃棄物
１０．５４トン

埋立処分
委 託

循環税の税額は次のように計算します。

最終処分業者

北海道に
申告納入１０．５４トン × ３３０円/トン

＝ 税額 ３，４７８円

処分料金・循環税の支払

○ 産業廃棄物の埋立処分を最終処分業者に委託した場合

最終処分場に搬入した産業廃棄物の重量に応じた循環税
を、処分料金と併せて最終処分業者に支払います。

• ３３０円/トンは、平成１８年１０月１日から平成１９年３月３１日までの暫定税率

• 税額の１円未満の端数は切り捨て



７-２ 税額の計算例 ②

排出事業者

産業廃棄物
１０．５４トン

中間処理
委 託

最終処分業者

北海道に
申告納入１．０５トン × ３３０円/トン

＝ 税額 ３４６円

処分料金・

循環税の支払

○ 産業廃棄物の中間処理を中間処理業者に委託した場合

中間処理業者は、最終処分場に搬入した産業廃棄物の重
量に応じた循環税を、処分料金と併せて最終処分業者に支払
います。

中間処理料金には、中間処理後の産業廃棄物の重量に応
じた循環税相当額が転嫁されます。

中間処理業者
中間処理後
産業廃棄物 １．０５トン

中間処理料金の支払

※循環税相当額転嫁



７-３ 税額の計算例 ③

排出事業者等

産業廃棄物
１０．５４トン

自己処理施設

北海道に
申告納付

１０．５４トン × ２５０円/トン

＝ 税額 ２，６３５円

産業廃棄物を自己処理施設に搬入

○ 自己処理施設で産業廃棄物の埋立処分する場合

自ら設置する最終処分場（自己処理施設）に搬入した産業
廃棄物の重量に応じた循環税を、北海道に申告し納付します。

• ２５０円/トンは、平成１８年１０月１日から平成１９年３月３１日までの暫定税率（最終
処分業者以外の者が行う自己処分の暫定税率）



７-４ 税額の計算例 ④

排出事業者

燃え殻
１０．５

立方メートル

埋立処分
委 託

最終処分業者

北海道に
申告納入

１１．９７トン × ３３０円/トン

＝ 税額 ３，９５０円

処分料金・循環税の支払

○ 産業廃棄物の重量の計測が困難な場合

最終処分場に搬入した産業廃棄物の容量に道が定める換
算係数を乗じて得た換算重量に応じた循環税を、処分料金と
併せて最終処分業者に支払います。

• １．１４ﾄﾝ/立方メートルは、燃え殻の換算係数（１立方メートル当たりのトン数）

１０．５ 立方メートル
× １．１４ﾄﾝ/立方メートル（換算係数）
＝ 換算重量 １１．９７トン



８ 中間処理料金への転嫁

排出事業者

産業廃棄物
１０．５４トン

中間処理
委 託

中間処理業者

中間処理後
産業廃棄物
１．０５トン
埋立処分
委 託

中間処理料金支払

※中間処理料金に中間処理後の
産業廃棄物１．０５トン分の循環税
相当額を転嫁

中間処理後の産業廃棄物を最終処分場に搬入した場合は、中間処理
業者が納税義務者として循環税を負担しますが、中間処理業者は負担する
循環税相当額を中間処理料金に転嫁するため、排出事業者が間接的に税
を負担することになります。

最終処分
業者

※ 産業廃棄物が中間処理により減量化、リサイクル等をされる割合は、産業廃棄物
の種類や状態、中間処理施設の能力等によって異なります。

中間処理料金に転嫁する循環税相当額は、税そのものではなく処理料金の一部で
あるため、その額は排出事業者と中間処理業者が協議して設定することとなります。

【例】



９-１ 申告と納税

特別徴収義務者
（最終処分業者）

北海道
申告書提出・税の納入

○委託処分の場合

最終処分業者が特別徴収義務者として、排出事業者から循環税を特別
徴収し、最終処分場ごとに３か月分をまとめて申告納入します。

○自己処分の場合

自ら設置する最終処分場に産業廃棄物を搬入した排出事業者等が申告
納税者として、最終処分場ごとに循環税を３か月分をまとめて申告納付
します。

北海道
申告書提出・税の納付

申告納税者
（排出事業者等）



９-２ 申告と納税

１月末１０月～１２月

１０月末７月～ ９月

７月末４月～ ６月

４月末１月～ ３月

申告納入（納付）

期 限

課税期間

（申告対象期間）

○循環税の申告納入（納付）期限は次のとおりです。

※ 申告納入（納付）期限が、土曜・日曜、祝日等の休日の場合は、そ
の翌日が期限となります。

※ 申告納入（納付）期限後に、申告書を提出した場合や納税をした場合
は、申告した税額以外に加算金や延滞金を負担していただくこととなり
ますので、注意してください。



10 産業廃棄物の処分形態と
申告方法等

○ 産業廃棄物の処分形態別の申告方法等は次のとおりです。

Ａ事業者Ｂ事業者⑦

Ａ事業者Ａ事業者⑥

Ａ事業者が

申告納税者として

申告納付します。

な しＡ事業者⑤

Ａ事業者Ｂ事業者Ｃ事業者④

Ｂ事業者Ａ事業者③

Ｂ事業者Ｂ事業者②

Ａ事業者が

特別徴収義務者として

Ｂ事業者から特別徴収し
申告納入します。

な しＢ事業者①

申告方法等最終処分中間処理排 出



11 特別徴収義務者・申告納税者
が行う事務等

申告納税者が行う事務等

最終処分場への産業廃棄物搬入開始の届出

納税すべき循環税について、道に申告納付

産業廃棄物の最終処分場への搬入に関する帳簿の作成と保存

特別徴収義務者が行う事務等

特別徴収義務者としての登録申請

排出事業者から循環税を徴収し、道に申告納入

産業廃棄物の最終処分場への搬入に関する帳簿の作成と保存

○特別徴収義務者である最終処分業者の方、申告納税者である排出事業者

の方には、最終処分場ごとに、次のような事務等を行っていただきます。



12  条例の施行時期と
税制度の見直し

• 循環税条例は、平成１８年１０月１日から
施行する予定です。
現在、総務大臣の同意を得るための協
議を行っています。

• 循環税条例の施行後５年を目途に、産
業廃棄物の排出抑制やリサイクルの推
進状況等を勘案し、税制度の見直しを行
います。



循環資源利用促進税の
導入にあたって

• 税制度を円滑に導入するために、条例の
施行前に最終処分業者や自己処分業者
の皆様を対象として、事務手続きなどに
関する説明会を予定しております。

• 循環資源利用促進税の導入にあたり、皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。



不法投棄防止について

○ 道では、不法投棄の未然防止のため、北海道
警察との連携や監視パトロールなどの強化を行っ
ています。
不法投棄を見つけた場合は、地域を管轄する

支庁、警察署への連絡をお願いします。

● 不法投棄・違法焼却（野焼き）の罰則等

・５年以下の懲役、若しくは１千万円以下の罰金、又は併科
※法人は１億円以下の罰金

※未遂、準備行為も処罰の対象

・行政処分等
法令に基づく行政命令、事業者名の公表、排出者による現状回復等


